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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体に超音波を送信して得られたエコー信号の信号強度に応じた輝度レベルを有する前
記被検体の断層像の画像データを生成する手段と、
　前記画像データ中の前記輝度レベルと所定の色データとの関連付けを時間によって変化
させながら、前記輝度レベルを前記所定の色データに変換する画像処理手段と、
を有し、
　前記所定の色データに変換される前記画像データは、前記関連付けの時間変化に応じて
、前記輝度レベルを有する領域の色が前記所定の色データの色に順次変化する表示画像と
してモニタに表示される画像データである、
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
前記画像処理手段は、
　前記画像データ中の前記輝度レベルを、低いレベルから高いレベルの順で、或いは高い
レベルから低いレベルの順で所定の更新時間ごとに巡回的に選択し、選択された輝度レベ
ルに対応する前記画像データの領域のみを前記所定の色データに順次変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
前記画像データは静止画である、
ことを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
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【請求項４】
前記画像データは動画であり、
前記画像処理手段は、
　フレーム毎に更新される前記動画の各画素の輝度レベルに対して最大輝度レベルを検出
し、前記最大輝度レベルを各画素に保持する第１の輝度データを、前記最大輝度レベルの
検出及び保持処理を行わない第２の輝度データと並列に生成すると共に、前記第１の輝度
データを第１の色データに変換し、前記第２の輝度データを第２の色データに変換し、さ
らに前記第１の色データと前記第２の色データとを合成混色して前記所定の色データとす
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
ユーザインタフェースを更に備え、
前記画像データは動画であり、
前記画像処理手段は、
　フレーム毎に更新される前記動画の各画素の輝度レベルに対して、前記ユーザインタフ
ェースから入力された切換タイミング以降は前記切換タイミング時の輝度レベルを保持す
る第１の輝度データを、前記保持処理を行わない第２の輝度データと並列に生成すると共
に、前記第１の輝度データを第１の色データに変換し、前記第２の輝度データを第２の色
データに変換し、さらに前記第１の色データと前記第２の色データとを合成混色して前記
所定の色データとする、
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
前記第１の色データは色の３原色のうちの任意の１色であり、前記第２の色データは、前
記３原色のうちの残りの２色の合成色である、
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
前記第１の色データは色の３原色のうちの任意の２色の合成色であり、前記第２の色デー
タは、前記３原色のうちの残りの１色である、
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
被検体の断層像が輝度レベルによって表現される画像データを生成する手段と、
　前記画像データ中の前記輝度レベルと所定の色データとの関連付けを時間によって変化
させながら、前記輝度レベルを前記所定の色データに変換する画像処理手段と、
を有し、
　前記所定の色データに変換される前記画像データは、前記関連付けの時間変化に応じて
、前記輝度レベルを有する領域の色が前記所定の色データの色に順次変化する表示画像と
してモニタに表示される画像データである、
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
前記画像処理手段は、
　前記画像データ中の前記輝度レベルを、低いレベルから高いレベルの順で、或いは高い
レベルから低いレベルの順で所定の更新時間ごとに巡回的に選択し、選択された輝度レベ
ルに対応する前記画像データの領域のみを前記所定の色データに順次変換する、
ことを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
前記画像データは動画であり、
前記画像処理手段は、
　フレーム毎に更新される前記動画の各画素の輝度レベルに対して最大輝度レベルを検出
し、前記最大輝度レベルを各画素に保持する第１の輝度データを、前記最大輝度レベルの
検出及び保持処理を行わない第２の輝度データと並列に生成すると共に、前記第１の輝度
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データを第１の色データに変換し、前記第２の輝度データを第２の色データに変換し、さ
らに前記第１の色データと前記第２の色データとを合成混色して前記所定の色データとす
る、
　ことを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
ユーザインタフェースを更に備え、
前記画像データは動画であり、
前記画像処理手段は、
　フレーム毎に更新される前記動画の各画素の輝度レベルに対して、前記ユーザインタフ
ェースから入力された切換タイミング以降は前記切換タイミング時の輝度レベルを保持す
る第１の輝度データを、前記保持処理を行わない第２の輝度データと並列に生成すると共
に、前記第１の輝度データを第１の色データに変換し、前記第２の輝度データを第２の色
データに変換し、さらに前記第１の色データと前記第２の色データとを合成混色して前記
所定の色データとする、
　ことを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体に照射した超音波のエコー信号に基づき、被検体の断層像を映像化す
る超音波診断装置に係り、特に断層像のコントラスト視認性を向上させる画像処理機能を
備えた超音波診断装置および画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児
の動きの様子をリアルタイム表示で得ることが可能な診断である。また、超音波診断は、
Ｘ線を用いた診断のように被曝の影響がなく、安全性が高いため繰り返して検査が行える
。このため、超音波診断装置は産科や在宅医療等においても使用することができる。
【０００３】
　さらに、超音波診断装置の規模は、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩといった他の画像診断装置に
比べて小さく、ベッドサイドに移動して容易に検査を行なうことができる装置も開発され
ている。また、超音波診断装置に備えられる機能の種類によって異なるが、特に小型の装
置としては、片手で持ち運べる程度の大きさの装置が開発されている。
【０００４】
　近年、このような超音波診断において、静脈投与型の超音波造影剤が製品化され、造影
エコー法が行われるようになってきている。この造影エコー法は、例えば、心臓および肝
臓などの検査で静脈から超音波造影剤を注入して血流信号を増強し、血流動態の評価を行
う手法である。造影剤の多くは微小気泡（マイクロバブル）が反射源として機能させたも
のである。
【０００５】
　このような超音波造影剤を用いた検査によれば、従来の技術として用いられる超音波ド
プラ法に比べても、非常に微細な血管構造を映像化することが可能となる。この造影エコ
ー法により得られたレベルの詳細な血流情報は、血管の短絡、再生結節の進行度、びまん
性肝疾患、肝ガンの鑑別診断等の各種診断に対する重要な情報となることが期待されてい
る。
【０００６】
　超音波診断の最も基本的な使われ方は、得られた断層像から体内臓器の形態や動きを観
察するというものである。また別の重要な使われ方は、断層像に表現されている輝度の度
合い（輝度コントラスト比）を比較し、そこから診断情報を得るというものである。これ
らの超音波診断の手法は、通常のＢモードでの診断の際にはもちろん、近年の造影エコー
法でも用いられ、断層像の観察や輝度コントラスト比の比較は、ますます重要な診断の要
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素となってきている。
【０００７】
　例えば、１枚の断層像を輝度コントラスト比の比較により診断する場合、造影剤によっ
て増加したエコー信号の輝度を、腫瘍等の疾病部と、正常な実質部とで比較すれば、その
領域に供給される血液量の大小が分かるため、血液量の大小から着目する部位の悪性度を
診断することができる。
【０００８】
　また別の例として、時間的に変化する動画像において、腫瘍部の輝度の時間的変化を把
握することにより、腫瘍部に流入ないし流出する血流の特徴が判り、輝度の時間的な変化
のパターンから疾病を特定することが可能となる。
【０００９】
　一方、上述のような超音波診断装置の他、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ等の画像診断装置につ
いても、診断の際における断層像の視認性が共通する重要な要素であることから、断層像
の視認性を向上させた技術が提案される（例えば特許文献１参照）。この技術は、Ｘ線Ｃ
Ｔ画像等の断層像を画素値の差異により背景部分と関心領域とに分け、背景部分に低輝度
の輝度諧調を、関心領域には高輝度の輝度諧調を割り当てることにより、関心領域と背景
とが明確に区別できるようにしたものである。さらに、関心領域と背景部分とを分ける際
に閾値として参照される画素値を変更できるように工夫されている。
【特許文献１】特開平８－７０７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　超音波診断装置においては、上述のように、輝度コントラスト比を改善することが重要
な課題となる。この輝度コントラスト比を改善するためには、装置のＳ／Ｎ比といった基
本性能を向上させることが必要となるが、このような装置の基本性能に起因するものの他
に、人間の感覚がもたらす錯覚（いわゆる「錯視」）が輝度コントラスト比に対して問題
となる場合がある。
【００１１】
　図１４は、輝度コントラスト比の判断に際し、錯視が問題となる場合の例を説明する概
念図である。
【００１２】
　図１４（ａ）には、実写画像の例を示し、図１４（ｂ）にはイラスト画像を示す。図１
４（ａ）（ｂ）は、いずれも画面中央に縦長の関心領域Ｒを有する診断画像の模式図であ
る。図１４において、関心領域Ｒは単一の輝度を有するが、背景Ｂは場所によって輝度が
変化している。このため、背景Ｂの輝度の影響により関心領域Ｒの輝度レベルが場所によ
り、図１４においては上下により異なって感じられる。このように実際の輝度レベルと異
なる輝度レベルとして感じられるのは、人間の錯視によるものである。
【００１３】
　動画の場合にも静止画と同様に錯視による影響を受ける。例えば、関心領域の輝度レベ
ルが時間的に一定である場合に、関心領域の周囲における背景の輝度が徐々に明るくなる
ように変化すると、関心領域の輝度は暗く変化していくように見えることとなる。
【００１４】
　このように錯視が起こることによって診断情報が適切に認識されない危険性があり、誤
診に繋がる恐れがある。誤診を防ぐためには錯視は回避しなければならない現象である。
【００１５】
　しかし、従来の視認性向上技術では、単に関心領域と背景との輝度を変えるのみであり
、錯視については考慮されていない。この結果、錯視を回避するための対策は全く施され
ておらず、前述のように背景の輝度が時間的に変化する場合や、背景の輝度が場所により
異なるような場合には、錯視は依然として起こり、誤診を招く恐れがある。
【００１６】
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　一方、従来の錯視に対する解決手法として、関心領域の輝度レベルを数値化、ヒストグ
ラム表示あるいはグラフ表示し、数値化、ヒストグラム表示あるいはグラフ表示された輝
度レベルを診断の際に参照する手法が考えられている。
【００１７】
　しかし、この輝度レベルを数値化等する手法では、診断画像全体を観測することが困難
となる。また、ヒストグラムには、関心領域の平均値等の値が使われるため、診断画像と
密に関連した微細な変化を観察する場合には適していない。
【００１８】
　本発明はかかる従来の事情に対処するためになされたものであり、錯視の影響を低減さ
せて診断画像の輝度コントラストの視認性を向上させることが可能な画像処理機能を備え
た超音波診断装置および画像処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
本発明に係る超音波診断装置は、上述の目的を達成するために、被検体に超音波を送信し
て得られたエコー信号の信号強度に応じた輝度レベルを有する前記被検体の断層像の画像
データを生成する手段と、前記画像データ中の前記輝度レベルと所定の色データとの関連
付けを時間によって変化させながら、前記輝度レベルを前記所定の色データに変換する画
像処理手段と、を有し、前記所定の色データに変換される前記画像データは、前記関連付
けの時間変化に応じて、前記輝度レベルを有する領域の色が前記所定の色データの色に順
次変化する表示画像としてモニタに表示される画像データである、ことを特徴とするもの
である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る超音波診断装置および画像処理装置においては、錯視の影響を低減させて
診断画像の輝度コントラストの視認性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明に係る超音波診断装置および画像処理装置の実施の形態について添付図面を参照
して説明する。
【００２９】
　図１は本発明に係る超音波診断装置の第１の実施形態を示す構成図である。
【００３０】
　超音波診断装置１は、装置本体２に超音波プローブ３、入力装置４、表示手段としての
モニタ５を接続して構成される。装置本体２には、送受信ユニット６、Ｂモード処理ユニ
ット７、ドプラ処理ユニット８、画像生成回路９、画像合成回路１０、制御プロセッサ１
１、画像メモリ１２、内部記憶装置１３、インターフェース部１４が備えられる。装置本
体２に内蔵される超音波送受信ユニット６等の構成要素は、集積回路等のハードウェアで
構成されることもあるが、ソフトウェア的にモジュール化されたソフトウェアプログラム
により構築してもよい。
【００３１】
　超音波プローブ３は、超音波送受信ユニット６からの駆動信号に基づき超音波を被検体
Ｐに向けて発生し、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する複数の圧電振動
子、当該圧電振動子に設けられる整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防
止するバッキング材を有している。
【００３２】
　超音波プローブ３から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信超音波は、体内組織の音
響インピーダンスの不連続面において次々と反射され、エコー信号として超音波プローブ
３に受信される。このエコー信号の振幅は、超音波が反射する不連続面における音響イン
ピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓
壁等の器官の表面において反射して得られたエコー信号は、ドプラ効果により移動体の超
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音波送信方向の速度成分に依存して、周波数の偏移を受ける。
【００３３】
　入力装置４は、装置本体２に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領域（
ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等の情報を装置本体２にとりこむためのト
ラックボール４ａ、各種スイッチ４ｂを有している。
【００３４】
　モニタ５は、画像合成回路１０からのビデオ信号を受けて、生体内の形態学的情報や、
血流情報等の情報を画像として表示させる機能を有する。
【００３５】
　送受信ユニット６は、超音波送信側の構成要素として通常備えられる図示しないトリガ
発生回路、遅延回路およびパルサ回路を有している。パルサ回路は、所定のレート周波数
ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返
し発生させる機能を備え、発生したレートパルスは遅延回路に与えられる。遅延回路は、
チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間
を、パルサ回路から受けた各レートパルスに与える機能を有する。遅延時間が与えられた
レートパルスは、遅延回路からトリガ発生回路に与えられる。トリガ発生回路は、遅延回
路から受けたレートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ３に駆動パルスを印加
する機能を有する。
【００３６】
　尚、送受信ユニット６は、スキャンシーケンスを実行するために制御プロセッサ１１か
らの制御信号に従って送信周波数や送信駆動電圧といった超音波の送信条件を瞬時に変更
させる機能を有している。特に送信駆動電圧の変更については、瞬間にその値を切り替え
ることが可能なリニアアンプ型の発信回路、又は複数の電源ユニットを電気的に切り替え
る機構によって実現される。
【００３７】
　また、送受信ユニット６は、超音波受信側の構成要素として通常備えられる図示しない
アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器を有している。アンプ回路は、超音波プローブ３を介
して取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増幅する機能と、増幅したエコー信号をＡ
／Ｄ変換器に与える機能とを有する。Ａ／Ｄ変換器は、アンプ回路により増幅されたエコ
ー信号に対し受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与えて加算器に与える機能を有
する。また、加算器は、Ａ／Ｄ変換器から受けたエコー信号に対して加算処理を行う機能
を有する。
【００３８】
　この加算器によるエコー信号の加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向から
の反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビーム
が形成される。
【００３９】
　Ｂモード処理ユニット７は、送受信ユニット６からエコー信号を受け取り、信号対ノイ
ズ比（S/N比）を最適にするような受信フィルタ等の各種処理を施して、診断画像に必要
な信号を抽出する機能を有する。尚、近年、送信超音波に対して２倍の高調波成分を抽出
し映像化するティッシュハーモニック映像法が採用されているが、この高調波信号の抽出
も、Ｂモード処理ユニット７で行われる。さらに、Ｂモード処理ユニット７は、診断画像
に必要な信号を抽出に引き続いて抽出した信号に対して対数増幅処理、包絡線検波処理等
の処理を施し、信号強度を輝度で表現可能な、すなわち輝度表示可能なデータを生成する
機能を有する。
【００４０】
　ドプラ処理ユニット８は、送受信ユニット６から受け取ったエコー信号の周波数解析に
より速度情報を取得する機能、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分をエコー
信号から抽出して平均速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める機能を有す
る。
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【００４１】
　Ｂモード処理ユニット７およびドプラ処理ユニット８によりそれぞれ生成された情報は
、Ｂモード画像情報およびドプラ画像情報として画像生成回路９に送信される。画像生成
回路９は、例えば複数の画像の加算平均を施す時間スムージング処理や空間的に微分処理
を施すエッジ抽出処理等の画像処理を施す、いわゆるポストプロセッサとしての役割を担
い、ユーザの好みに応じた画像を生成する機能を有する。ドプラ画像に関しては、画像生
成回路９において、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像が生
成される。
【００４２】
　制御プロセッサ１１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、各種プログラム
を実行することにより装置本体２の動作を制御する制御手段である。
【００４３】
　画像メモリ１２は、画像生成回路９において生成された画像情報を受信して画像データ
として格納する記憶メモリである。画像メモリ１２に記憶される画像データは、必要に応
じて制御プロセッサ１１に画像処理プログラムが読み込まれて動作することにより画像再
構成処理が施される。そして、画像再構成処理が施されて再構成された画像データは、例
えば診断の後にユーザが入力装置４の操作により画像メモリ１２から画像合成回路１０に
呼び出すことが可能である。
【００４４】
　画像生成回路９からの出力あるいは画像メモリ１２から読み込まれた画像データは、画
像合成回路１０に送られる。画像合成回路１０は、一般的には、超音波スキャンの走査線
信号列を、テレビなどに代表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し
、表示画像としての超音波診断画像を生成する機能を有する。また画像合成回路１０によ
り生成された超音波診断画像は、診断に必要なパラメータ数値、時間情報、患者名などの
情報と合成され、モニタ５に表示される。そして、画像再構成処理後における被検体Ｐの
組織形状を表す断層像等の画像データを、パラメータ数値等の情報とともにモニタ５に静
止画的に、あるいは複数の二次元的な画像データを使って動画的に再生することが可能で
ある。
【００４５】
　インターフェース部１４は、入力装置４、ネットワーク１５、図示しない外部記憶装置
と装置本体２との間において情報を送受信させるインターフェースである。
【００４６】
　内部記憶装置１３には、スキャンシーケンス、画像再構成処理を始めとする各種動作や
処理を実行するための制御プログラムおよび画像処理プログラムや、患者ＩＤや医師の所
見等の診断情報、診断プロトコル、送受信条件等の超音波スキャンに必要な各種情報が保
管されている。また、必要に応じて、内部記憶装置１３は画像メモリ１２に記憶された画
像データの保管用にも使用される。内部記憶装置１３に保管された各種情報は、インター
フェース回路２９およびネットワーク１５を経由して図示しない外部周辺装置に転送する
ことが可能である。
【００４７】
　このような構成の超音波診断装置１の超音波プローブ３、送受信ユニット６、制御プロ
セッサ１１、内部記憶装置１３に格納された各種制御プログラム、Ｂモード処理ユニット
７あるいはドプラ処理ユニット８、画像生成回路９等の各構成要素により、超音波診断装
置１には、被検体Ｐに超音波を送信して得られたエコー信号の信号強度に基づいて被検体
Ｐの断層像を輝度表示するための画像データを生成する手段としての機能が備えられる。
【００４８】
　さらに超音波診断装置１の制御プロセッサ１１には、内部記憶装置１３に格納された画
像処理プログラムが読み込まれて画像処理装置が構築される。この画像処理装置は装置本
体２に内蔵せずに、超音波診断装置１の外部に設けてもよい。
【００４９】
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　図２は図１に示す超音波診断装置１の装置本体２に内蔵される画像処理装置の構成を示
す機能ブロック図である。
【００５０】
　画像処理装置２０は、輝度スケール情報表示手段２１、輝度スケール変更手段２２、画
像再構成手段２３および表示色変更条件設定手段２４を備える。そして、画像処理装置２
０は、輝度表示可能な画像データのうち、輝度レベルが同一あるいは一定の範囲内である
領域の表示色を予め指定した変更色に指定した時間だけ変更して表示し、かつ表示色を変
更する領域が指定時間経過後に変わるように画像処理を施す機能を有する。
【００５１】
　輝度スケール情報表示手段２１は、画像メモリ１２に記憶された画像データをモニタ５
に輝度表示させる際に、輝度スケールを表す画像を別途モニタ５に表示させるための輝度
スケール情報を作成して画像メモリ１２に書き込む機能を有する。
【００５２】
　輝度スケール変更手段２２は、画像メモリ１２に記憶された画像データをモニタ５に輝
度表示させる際に用いられる輝度スケールのうち、一部の輝度レベルに相当する色彩およ
び色調の一方または双方を予め指定された色彩および色調に変更する機能を有する。すな
わち、輝度スケール変更手段２２は、輝度スケールの一部の輝度レベルの表示色を予め指
定された変更色に変更する機能を有する。輝度スケールの色彩および色調の変更範囲は、
単一の輝度レベルの色彩および色調であっても、所要の範囲内における輝度レベルの色彩
および色調であってもよい。また、複数の輝度レベルの色彩および色調を変更することも
できる。
【００５３】
　また、輝度スケール変更手段２２は、表示色が変更色に変更される輝度レベルが時間的
に変化するように、既に表示色が変更色に変更された輝度レベルの表示色を元の表示色に
戻す一方、輝度スケールの別の一部の輝度レベルに相当する表示色を変更色に変更して新
たな輝度スケールを繰返し生成するようにされる。このときの輝度スケールの生成の際に
は、変更条件設定手段から受けた表示順序情報が参照される。
【００５４】
　画像再構成手段２３は、画像メモリ１２に記憶された画像データを読み込んで、輝度ス
ケール変更手段２２により生成された各輝度スケールに従って、変更条件設定手段から受
けた表示時間情報で予め指定された時間だけモニタ５に表示されるように、かつ変更条件
設定手段から受けた表示順序情報に従う順序で順次画像データを再構成し、再構成して得
られた各画像データを画像メモリ１２に書き込む機能を有する。すなわち、画像再構成手
段２３の画像再構成処理により、画像メモリ１２に記憶された画像データの特定の輝度レ
ベル領域の表示色が所要の変更色に所要の順序で変更されて所要の時間だけモニタ５に表
示させることが可能となる。
【００５５】
　また、画像再構成手段２３には、再構成して得られた画像データを表示させる時間を指
定する表示時間情報、表示色を変更させた各画像データの表示順序を指定する表示順序情
報を変更条件設定手段から受けて画像データに付帯させて画像メモリ１２に書き込む機能
が備えられる。
【００５６】
　変更条件設定手段は、画像データの表示方法、すなわち輝度レベルが同一あるいは一定
の範囲内である領域の表示色として用いる変更色（色彩および色調の一方または双方）、
輝度レベルが同一あるいは一定の範囲内である領域を変更色で表示する際における表示時
間、変更色により表示させる領域の表示順序やその他変更色による画像データの表示に必
要な条件を入力装置４から受け取った情報に従ってパラメータとして設定する機能と、設
定した変更色、表示時間、表示順序等のパラメータを輝度スケール情報表示手段２１、輝
度スケール変更手段２２および画像再構成手段２３に与える機能を有する。また、必要に
応じて、画像データの表示方法を指定するパラメータを設定するための画面情報を生成し
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て画像メモリ１２に書き込むことにより、パラメータの設定画面を表示させる機能を有す
る。
【００５７】
　また、画像合成回路１０には、上記のようにして生成され、画像メモリ１２に記憶され
た画像データを表示順序情報に従う順序で、表示時間情報に従う時間だけ繰返しモニタ１
４に与えて、画像データを表示させる機能が備えられる。
【００５８】
　次に超音波診断装置１の作用について説明する。
【００５９】
　図３は、図１に示す超音波診断装置１により診断画像を表示させる際における流れを示
すフローチャートであり、図中Ｓに数字を付した符号はフローチャートの各ステップを示
す。
【００６０】
　まず、ステップＳ１において、被検体Ｐに超音波が送受信されてエコー信号が取得され
、エコー信号から被検体Ｐの断層像が生成される。すなわち、送受信ユニット６において
遅延時間を伴って生成された複数のレートパルスに基づくタイミングで、それぞれ超音波
プローブ３の圧電振動子に駆動パルスが印加される。このため、超音波プローブ３の各圧
電振動子から被検体Ｐに超音波が送信される。被検体Ｐに送信された送信超音波は、体内
組織の音響インピーダンスの不連続面において反射し、超音波が反射した不連続面におけ
る音響インピーダンスの差に依存する振幅を有するエコー信号として超音波プローブ３に
おいて受信される。
【００６１】
　超音波プローブ３において受信されたエコー信号は、送受信ユニット６のアンプ回路に
より増幅され、Ａ／Ｄ変換器において所要の遅延時間を与えられてデジタル信号に変換さ
れる。さらに、デジタル化されたエコー信号は、加算器において加算処理された後、Ｂモ
ード処理ユニット７に与えられる。
【００６２】
　次に、Ｂモード処理ユニット７において、エコー信号に対する受信フィルタ等の各種処
理および診断画像として用いる信号の抽出処理が施され、さらに抽出処理により抽出信号
に対する対数増幅処理、包絡線検波処理等の処理が施される。そして、Ｂモード処理ユニ
ット７では、エコー信号の信号強度を輝度で表現可能なデータがＢモード画像情報として
生成され、画像メモリ１２に格納される。
【００６３】
　一方、必要に応じてドプラ処理ユニット８においてエコー信号の周波数解析が実行され
て血流の速度情報等の情報が取得され、さらにドプラ効果による血流や組織、造影剤エコ
ー成分の平均速度、分散、パワー等の血流情報が多点について求められる。ドプラ処理ユ
ニット８において得られた血流情報等の情報は、ドプラ画像情報として画像メモリ１２に
格納される。
【００６４】
　画像メモリ１２に格納されたＢモード画像情報は、グレースケールの輝度で表現するこ
とができる。例えば、Ｂモード画像は６４階調の輝度で表現される。しかし、６４階調の
グレースケールの輝度でＢモード画像をモニタ５に表示させた場合に、関心領域の輝度が
一定であるのに対し、背景の輝度が場所によって異なる場合には、錯視により関心領域の
輝度レベルが実際の輝度レベルと異なる輝度レベルとして感じられる場合がある。
【００６５】
　このような錯視による輝度レベルの誤認の恐れを放置すると誤診に繋がるため、例えば
Ｂモード画像に対する錯視の影響を低減させるために、Ｂモード画像のうち輝度レベルが
同一あるいは一定の範囲内である領域の色彩あるいは色調を時間的に変化させてモニタ５
に表示させることが可能となるような画像処理が画像処理装置２０によりＢモード画像に
対して施される。ただし、ドプラ画像情報が輝度で表現される場合には、ドプラ画像情報
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に対して同様の画像処理を施してもよい。
【００６６】
　そこで、まずステップＳ２において、ユーザは、Ｂモード画像の表示色についての表示
方法を入力装置４から指定する。Ｂモード画像の表示方法として指定する事項は、輝度レ
ベルが同一である領域の変更色、輝度レベルが同一である領域を変更色で表示する際にお
ける表示時間、変更色により表示させる領域の順序である。
【００６７】
　変更色は、ユーザが入力装置４を操作することにより、無彩色の他、赤、青といった任
意の色彩から選択可能である。また、特定の領域を変更色で表示させる時間は、例えば１
秒、２秒といった値を、ユーザが入力装置４を操作することにより選択可能である。さら
に、変更色により表示させる領域の表示順序は、例えば輝度レベルがより大きい値を有す
る領域から輝度レベルがより小さい値を有する領域となる表示順序とする場合（降順）や
逆に輝度レベルがより小さい値を有する領域から輝度レベルがより大きい値を有する領域
となる表示順序とする場合（昇順）をユーザが入力装置４を操作することにより選択可能
である。
【００６８】
　さらに、変更色を用いて表示させる領域を全ての領域とするか、あるいは輝度レベルが
所定の範囲内である領域とするのかを指定することもできる。
【００６９】
　そして、このような、Ｂモード画像の表示色の変更条件を指定する変更色、表示時間、
表示領域の表示順序等のパラメータを設定するために、表示色変更条件設定手段２４によ
り設定画面情報が生成されて画像メモリ１２に書き込まれる。そして、パラメータの設定
画面情報は画像合成回路１０によりモニタ５に与えられて表示される。このため、ユーザ
は設定画面を参照しながら入力装置４の操作により各パラメータを設定することができる
。
【００７０】
　入力装置４に入力された変更色等のパラメータの設定情報は、表示色変更条件設定手段
２４に与えられ、表示色変更条件設定手段２４は変更色等のパラメータ情報を輝度スケー
ル変更手段２２および画像再構成手段２３に与える。
【００７１】
　次に、ユーザは、Ｂモード画像の表示色を時間的に変化させてモニタ５に表示させるこ
とが可能となるような画像処理の開始指令をスイッチ４ｂ等の入力装置４により超音波診
断装置１の装置本体２内部に形成された画像処理装置２０に与える。
【００７２】
　そして、ステップＳ３おいて、画像処理装置２０の輝度スケール変更手段２２および画
像再構成手段２３により、表示色変更条件設定手段２４から与えられたパラメータ情報に
従って、画像データの一部の表示色が一定の時間継続して変更色となって表示されるよう
に、画像メモリ１２に保管された画像データの画像処理が開始される。
【００７３】
　図４は、図２に示す画像処理装置２０により画像データの表示色を変更させるための画
像処理の手順を示すフローチャートであり、図中Ｓに数字を付した符号はフローチャート
の各ステップを示す。
【００７４】
　ここでは、画像データのグレースケールの輝度が６４階調で表現されており、ユーザが
変更色を「青」に、変更色の表示時間をＴ秒、変更色で表示させる表示領域の表示順序を
「輝度レベルの昇順」と指示した場合の例について説明する。また、輝度階調値を低い順
にＩ１，Ｉ２，・・・，Ｉ６４とする。
【００７５】
　まず、ステップＳ１０において、輝度スケール変更手段２２は、輝度スケールのうち表
示色を変更色に変更すべき輝度諧調値Ｉｉを決定する。変更色で表示させる表示領域の表
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示順序は、輝度レベルの昇順と指示されているため、ｉに１が代入され、輝度諧調値が最
も小さいＩ１の輝度スケールが表示色の変更対象として決定される。
【００７６】
　次に、ステップＳ１１において、輝度スケール変更手段２２は、表示色の変更対象とし
て決定した輝度諧調値Ｉ１の輝度スケールの表示色を変更色である青色として新たな輝度
スケールを生成する。生成した輝度スケールは、画像再構成手段２３に与えられる。
【００７７】
　次に、ステップＳ１２において、画像再構成手段２３は、画像メモリ１２から表示対象
となる画像データを読み込んで、輝度スケール変更手段２２により生成された新たな輝度
スケールに基づいて、輝度諧調値がＩ１の領域の表示色が変更色である青色で表示される
ように画像データを再構成する。さらに、画像再構成手段２３は、表示色変更条件設定手
段２４から与えられたパラメータ情報であるＴ／６４秒間表示させる旨の表示時間情報お
よび表示順序が「輝度レベルの昇順」となるように生成された表示順序情報を画像データ
に付帯させて画像メモリ１２に書き込む。
【００７８】
　一方、輝度スケール情報表示手段２１は、輝度スケール変更手段２２により生成された
輝度スケールを画像として別途モニタ５に表示させるための輝度スケール情報を作成して
画像メモリ１２に書き込む。例えば、この輝度スケール情報は、輝度諧調値Ｉ１の部分の
色が青色に表示されたバー形式の画像情報とされる。
【００７９】
　このため、ステップＳ１３において、画像合成回路１０により、画像メモリ１２に書き
込まれた青色の色情報を含む画像データと輝度スケール情報が読み込まれて合成された後
、表示時間情報および表示順序情報に従ってモニタ５に与えられる。この結果、表示順序
が１番目である輝度諧調値が最も小さいＩ１の領域のみが青色で表示されたグレースケー
ルの被検体Ｐの断層像がモニタ５にＴ／６４秒間表示される。さらに、被検体Ｐの断層像
の近傍には、輝度諧調値Ｉ１の部分の色が青色となった輝度スケールを示すバー形式の画
像が表示される。
【００８０】
　また、必要に応じて画像メモリ１２から変更色を用いていない元の画像データが画像合
成回路１０により読み込まれてモニタ５に与えられ、画像再構成手段２３により生成され
た画像データと並べて並列表示される。
【００８１】
　次に、ステップＳ１４において、輝度スケール変更手段２２は、変更色である青色によ
り表示させる輝度レベルとして、輝度諧調値が次に小さいＩ２の輝度レベルを決定する。
すなわち、輝度諧調値をＩｉとしてｉに２が代入される。
【００８２】
　次に、ステップＳ１５において、画像再構成手段２３は、変更色を用いた画像データの
表示を終了すべき旨の指令が入力装置４から入力されているか否かを判定する。そして、
変更色を用いた画像データの表示を継続する場合には、再びステップＳ１１から同様な手
順で輝度スケールの輝度諧調値が次に小さいＩ２の領域の表示色が青色とされる一方、元
の輝度諧調値Ｉ１の輝度レベルの表示色は初期のグレースケールの表示色に戻される。そ
して、新たに生成された輝度スケールに従って再構成された画像データがＴ／６４秒間だ
けモニタ５に表示される。その後、輝度諧調値が次に小さいＩ３の輝度レベルが表示色の
変更対象として決定される。
【００８３】
　このような輝度諧調値Ｉｉの異なる輝度レベルの表示色の変更並びにＴ／６４秒間の表
示が、ステップＳ１５において、画像再構成手段２３が変更色を用いた画像データの表示
を終了すべき旨の指令が入力装置４から入力されたと判定するまで表示順序情報で指定さ
れた順序で順次繰り返される。このため、輝度諧調値がＩ６４の輝度レベルまで表示色の
変更が一巡すると、画像データの表示時間はＴ秒となる。
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【００８４】
　図５は、図２に示す画像処理装置２０による画像処理前後における画像データをモニタ
５に表示させた例を示す図である。
【００８５】
　図５（ａ）は、表示色を変更色に変更する画像処理を施す前の画像データをモニタ５に
表示させた例を示し、図５（ｂ）は、表示色を変更色に変更する画像処理を施した後のあ
る時刻における画像データをモニタ５に表示させた例を示す。
【００８６】
　図５（ａ）（ｂ）の画像はモニタ５の表示領域を分割して並べて表示させることもでき
る。図５（ａ）に示すように、被検体Ｐの断層像は、例えば背景Ｂの輝度が部分ごとに異
なる一方、関心領域Ｒの輝度が一定である。このような断層像の場合には、錯視により関
心領域Ｒの輝度が実施の輝度と異なるように感じられ、関心領域Ｒの輝度は背景Ｂの輝度
に左右される。
【００８７】
　一方、図５（ｂ）に示すように背景Ｂの特定の輝度レベルの表示色を別の色で表示し、
かつ一定時間経過後には、当該輝度レベルの表示色を初期の色に戻す一方、別の輝度レベ
ルの表示色を別の色で表示すれば、錯視の影響を低減させることができる。すなわち、同
一の輝度レベルの背景部分における色調が時間的に変化するため、例えば関心領域Ｒ全体
が同一の輝度であるのか、あるいは場所によって輝度レベルに差が生じているのかを容易
に弁別することができる。
【００８８】
　さらに、図４のステップＳ１５において、画像再構成手段２３が変更色を用いた画像デ
ータの表示を終了すべき旨の指令が入力装置４から入力されたと判定すると、ステップＳ
１６において、画像データの画像再構成処理が停止し、元の画像処理前の画像データがモ
ニタ５に与えられて画像データの表示色が初期状態に戻されて表示される。
【００８９】
　以上のような超音波診断装置１によれば、関心領域の輝度コントラストあるいは輝度変
化の度合いを、周囲の輝度あるいは輝度の時間変化によって惑わされることなく、コント
ラスト視認性を向上させることができる。また、この効果を得るために診断画像の描画性
を損なうことがない。したがって、より高い診断情報を得ることが可能となる。
【００９０】
　尚、コントラストの視認性を向上させるために、例えば輝度スケールを虹色のような多
色で作成して診断画像を等高線表示の様式で表示させれば、同一の輝度レベルの部分を把
握することができるであろう。しかしながらこのような手法においては、従来の診断画像
としての描画性を著しく損ない、結局は有用な診断情報が得られないことも少なくない。
【００９１】
　また、関心領域の輝度ヒストグラムを計測するなどの定量計測手法によっても輝度の差
異を比較することができるが、これも計測モードに遷移するなどの手間が必要であるのみ
ならず、計測は通常局所的に行わねばならないため診断画像全域の把握が困難である。
【００９２】
　一方、超音波診断装置１によれば、ユーザがスイッチ４ｂ等の入力装置４を操作するだ
けで、モニタ５に表示された診断画像上の輪郭線が診断画像をスイープしていくように見
えるため、従来のＢモード画像全体の描画性をほとんど損なわずに、かつ輝度の差異をよ
り明確に知ることができる。
【００９３】
　尚、超音波診断装置１または画像処理装置２０において、画像処理の際に必要な変更色
等の３種類のパラメータは全てがユーザによって変更可能としたが、一部のパラメータを
固定化してユーザによって変更されないものとしてもよい。
【００９４】
　また、超音波診断装置１の画像処理装置２０により画像処理は、静止画に対して施しの
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みならず、リアルタイムに表示される動画像について施すことも可能である。
【００９５】
　さらに、画像処理の際の表示色の変更対象となる輝度レベルＩｉは、単一の輝度レベル
はＩｉのみでなくてもよく、例えばある特定のＩｉを基準とする一定範囲内の輝度レベル
Ｉｉ－ｍからＩｉ＋ｍまでの輝度レベル（但し、ｍは任意の整数で、ｉ－ｍ＜０の場合に
はｉ－ｍの値が０、ｉ－ｍ＞６４の場合にはｉ－ｍの値が６４を取るものとする。）に対
して同時に表示色の変更を行ってもよい。
【００９６】
　一方、画像再構成手段２３に表示色の変更時間を指定する表示時間情報を作成する機能
を設けずに、画像処理装置２０の画像処理は、静止画あるいは動画のある輝度レベルの範
囲内の猟領域の表示色を単に指定された変更色に変更する処理のみとすることもできる。
この場合には、入力装置４に変更色の指定情報と、表示色を変更色に変更する輝度レベル
の範囲情報が入力される。そして、表示色変更条件設定手段２４から変更色の指定情報と
、表示色を変更色に変更する輝度レベルの範囲情報が輝度スケール変更手段２２に与えら
れ、輝度スケール変更手段２２により新たな輝度スケールが生成される。
【００９７】
　さらに、画像再構成手段２３により新たに輝度スケール変更手段２２により生成された
輝度スケールにより画像メモリ１２に格納された画像データの画像再構成処理が実行され
、新たな輝度スケールに基づいて再構成された画像が画像合成回路１０を介してモニタ５
に与えられて表示される。
【００９８】
　また、ユーザがバー形式でモニタ５に表示された輝度スケール画像を介して入力装置４
から表示色を変更色に変更する対象とすべき輝度レベルの範囲情報を入力できるようにイ
ンターフェース機能を画像処理装置２０に設けることもできる。
【００９９】
　図６は、グレースケールにより輝度表示された画像の一部の輝度レベルの領域を変更色
で表示させた例を示す図である。
【０１００】
　図６（ａ）は、グレースケールにより輝度表示された画像およびバー形式の輝度スケー
ル画像を示す図である。図６（ａ）に示すグレースケールの画像に対して、例えば、輝度
レベルが一定の値を超える領域が黒色表示されるように、入力装置４から変更色の変更色
の指定情報と、表示色を変更色に変更する輝度レベルの範囲情報が入力される。
【０１０１】
　図６（ｂ）は、図６（ａ）の画像のうち、輝度レベルが一定の値を超える領域が黒色表
示されるように画像再構成処理されて得られた画像である。図６（ｂ）に示すように、輝
度レベルが一定の値を超える領域が黒色表示され、対応するバー形式の輝度スケール画像
の輝度レベルの部分も黒色表示されている。
【０１０２】
　さらに、バー形式の輝度スケール画像の基準となる輝度レベルの位置には、マーキング
表示され、このマーキング表示を入力装置４の操作により移動させることにより、輝度レ
ベルの範囲情報を変更させることもできる。
【０１０３】
　このように、関心領域のみならず、診断に重要でない背景の一部の表示色を変更色に変
更して表示させることにより、錯視の影響を低減させて、コントラストの視認性を向上さ
せることができる。特に背景の輝度レベルが場所により異なるような場合に、単一の変更
色で表示させれば、より錯視の影響を低減させることができる。
【０１０４】
　また、変更色は、単一の色に限らず、輝度レベルごとに異なる変更色で表示させること
も可能であり、また、変更色で表示された部分と元の表示色で表示された部分に対してス
ムージング処理等の処理を施して、境界がスムーズに表示されるようにすることもできる
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【０１０５】
　図７は、図２に示す画像処理装置２０による画像処理の際における変更色の設定例を示
す図である。
【０１０６】
　図７（ａ）は、輝度レベルが一定の値を超えて変更色で表示される領域と輝度レベルが
一定の値以下となり元の表示色で表示される領域との境界がスムーズに表示されるように
した場合のバー形式の輝度スケール画像を示し、図７（ｂ）は、輝度レベルが一定の値を
超える領域が輝度レベルごとに異なる変更色で表示できるようにした場合のバー形式の輝
度スケール画像を示す。
【０１０７】
　このように錯視の発生状況に応じて、各種変更色を任意に設定することが可能である。
【０１０８】
　図８は本発明に係る超音波診断装置の第２の実施形態を示す機能ブロック図である。
【０１０９】
　図８に示された、超音波診断装置１Ａでは、装置本体２の各構成要素の詳細機能及び画
像処理装置２０の機能構成が図１に示す超音波診断装置１と相違する。他の構成および作
用については図１に示す超音波診断装置１と実質的に異ならないため画像処理装置２０の
機能ブロック図のみ図示し、同一の構成については同符号を付して説明を省略する。
【０１１０】
　超音波診断装置１Ａの画像生成回路９は、Ｂモード処理ユニット７またはドプラ処理ユ
ニット８から受けたＢモード画像情報やドプラ画像情報に対して最大輝度レベル保持演算
を施す機能を有する。この最大輝度レベル保持演算は、時間的に連続して画像データが収
集される場合に、過去の画像データのうち輝度レベルの最大値が表示されるような画像デ
ータを再構成する画像処理演算である。最大輝度レベル保持演算は、時間的に連続したス
キャンにより収集された複数の画像データから毛細血管内を流れる血流の流れを抽出して
血流画像を得るような場合に有効である。
【０１１１】
　いま、あるスキャンにおいて収集された同一期間ＴＬに含まれる時系列のフレームＦ１

からＦｎまでのｎ枚の画像データに対して最大輝度レベル保持演算を施す場合について説
明する。フレームＦ１からＦｎまでの画像データに対する最大輝度レベル保持演算では、
Ｆ１からＦｎまでの各フレームにおいて、空間的に対応する、すなわち座標（ｘ、ｙ）が
一致する部位の輝度レベルのうち最大値となる最大輝度レベルＰｍａｘ（ｘ，ｙ）を選択
して新たな画像データが生成される。
【０１１２】
　すなわち、あるフレームＦｉ（ｉは１≦ｉ≦ｎを満たす整数）の画像データは、空間的
に配置された輝度レベルＰｉ（ｘ，ｙ）の集合、あるいは単に一次元の輝度レベルの配列
データＰｉ（ｘ）の集合からなる。
【０１１３】
　尚、Ｐｉ（ｘ，ｙ）又はＰｉ（ｘ）の値は、「輝度」の代わりに「信号強度」、「信号
振幅」、「ＲＦデータ等の生データ値」として演算を行なうことも可能であるが、ここで
は輝度レベルを採用するものとする。これらの各データ値は、一般的に数値が大きい方が
、エコー信号レベルが高いことを意味するものである。
【０１１４】
　そして、フレームＦ１からＦｎに渡って空間的に対応する各フレームにおける各画素の
うち、輝度レベルが最大値となるものを選択して新たな画像データを生成する演算が最大
輝度レベル保持演算であり、この演算は、式（１）によって表すことができる。
【０１１５】
　　［数１］
　　Ｐｍａｘ（ｘ，ｙ）＝ｍａｘ［Ｐ１（ｘ，ｙ），・・・，Ｐｎ（ｘ，ｙ）］　…（１
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【０１１６】
　この式（１）の処理で示される最大輝度レベル保持演算を、造影剤を用いた毛細血管の
ダイナミック撮影において同じ音圧期間ＴＬに属する新たなフレームが収集される度に実
行し、得られた画像データを表示させれば、ユーザ側から観ると時間の経過と共に毛細血
管が順次造影剤により造影される様子として映し出すことができる。
【０１１７】
　このような最大輝度レベル保持演算を実現するためのアルゴリズムは、式（１）に示す
処理に限らず、例えば、式（２）に示す処理によるものとしても、同様の効果を得ること
もできる。すなわち、現行の断層画像フレームＦｉの各座標（ｘ、ｙ）のピクセル輝度を
Ｐｉ（ｘ，ｙ）、時間的に一つ前の断層画像フレームＦｉ―１のピクセル輝度をＰｉ－１

（ｘ，ｙ）とする。そして、相対的な２フレームについて、式（２）による画像演算処理
をｉ＝２～ｎまで逐次実行することにより、最大輝度レベル保持演算を行なうことができ
る。
【０１１８】
　　［数２］
　　Ｉｆ　　　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＞Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
　　ｔｈｅｎ　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝Ｐｉ（ｘ，ｙ）
　　Ｅｌｓｅ　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（２）
【０１１９】
　式（２）に示すアルゴリズムは、前段および後段のフレームに関する画像データのそれ
ぞれの輝度レベルを比較して、より大きな輝度レベルを有する画素についてのみ、その値
を更新するというものである。こうして得られる画像データを表示しても、ユーザは、時
間の経過と共に毛細血管が順次造影されるような様子を動画として観察することができる
。
【０１２０】
　さらに、毛細血管レベルを含む血流画像を生成する場合における他の好適な手法例につ
いて説明する。当該手法は、同一期間ＴＬに含まれるフレームＦ１からＦｎまでのｎ枚の
画像データに対して重み付けを伴う演算を施すことによって新たな画像データを生成する
ものである。ここで、重み付けを伴う演算とは、次の式（３）で表される演算である。
【０１２１】
　　［数３］
　　Ｉｆ　　　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＞Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
　　ｔｈｅｎ　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝Ａ＊Ｐｉ（ｘ，ｙ）＋（１－Ａ）＊Ｐｉ－１（ｘ，ｙ
）
　　Ｅｌｓｅ　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝（Ａ－１）＊Ｐｉ（ｘ，ｙ）＋Ａ＊Ｐｉ－１（ｘ，ｙ
）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（３）
【０１２２】
　式（３）においてＡを１以下で１に近い値（例えば、０．９９）に設定すると、短時間
においては最大輝度レベル保持演算が行われ、長時間においては最大輝度レベル保持演算
により保持された輝度は減衰するという作用が期待できる。このような手法によって得ら
れる画像データによっても、ユーザは、時間の経過と共に毛細血管が順次造影されるよう
な映像を観察することができる。
【０１２３】
　そして、このように、画像生成回路９による最大輝度レベル保持演算により生成された
画像データは、最大輝度レベル保持演算に用いる元の画像データとともに必要に応じて画
像メモリ１２に記憶される。
【０１２４】
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　一方、超音波診断装置１Ａに内蔵される画像処理装置２０は、制御プロセッサ１１に画
像処理プログラムを読み込ませて第１の色調変更手段３０、第２の色調変更手段３１およ
び色調指定手段３２として機能させたものである。
【０１２５】
　第１の色調変更手段３０は、画像メモリ１２に保存された最大輝度レベル保持演算後に
おける画像データの色調を予め指定された第１の色調に変更する画像再構成処理を施す機
能を有し、第２の色調変更手段３１は、画像メモリ１２に保存された最大輝度レベル保持
演算が施されない画像データの色調を予め指定された第２の色調に変更する画像再構成処
理を施す機能を有する。また、色調指定手段３２は、入力装置４から受けた色調の指定情
報に基づいて第１の色調および第２の色調として用いられる色調を指定する機能を有する
。
【０１２６】
　尚、画像生成回路９が有する最大輝度レベル保持演算機能や画像合成回路１０の処理機
能の全部あるいは一部を画像処理装置２０側に設けてもよい。
【０１２７】
　次に超音波診断装置１Ａの作用について説明する。
【０１２８】
　図９は、図８に示す超音波診断装置１Ａにより診断画像を表示させる際における流れを
示すフローチャートであり、図中Ｓに数字を付した符号はフローチャートの各ステップを
示す。
【０１２９】
　まず、ステップＳ２０において、被検体Ｐに複数回に亘って超音波が送受信されて時系
列のエコー信号が順次取得される。そして、各エコー信号から輝度表示可能な複数フレー
ム分の被検体Ｐの断層像（Ｂモード画像）がそれぞれ生成される。
【０１３０】
　次に、ステップＳ２１において、画像生成回路９により被検体Ｐの断層像の空間的に対
応する画素に対して順次最大輝度レベル保持演算が施され、画像データが生成される。最
大輝度レベル保持演算により生成された画像データは、最大輝度レベル保持演算が施され
ない画像データとともに画像メモリ１２に書き込まれて一時的に保存される。
【０１３１】
　次に、ステップＳ２２において、第１の色調変更手段３０は、画像メモリ１２に保存さ
れた最大輝度レベル保持演算後における画像データを読み込んで、画像データの色調を予
め指定された第１の色調に変更する一方、第２の色調変更手段３１は、画像メモリ１２に
保存された最大輝度レベル保持演算が施されない画像データを読み込んで、画像データの
色調を予め指定された第２の色調に変更する。
【０１３２】
　最大輝度レベル保持演算後における画像データは、被検体Ｐ内を走査して得られた複数
フレームの画像データに対して、最大輝度レベル保持演算により生成された画素Ｐｉ（ｘ
、ｙ）からなるグレースケールの輝度表示画像である。また、最大輝度レベル保持演算が
施されないＢモード画像データもグレースケールにより輝度表示される画像データである
。そして、これらの画像データの色調がそれぞれ、第１の色調、第２の色調で表現可能な
画像データとなるように、第１の色調変更手段３０および第２の色調変更手段３１により
画像再構成処理が施される。
【０１３３】
　このため、最大輝度レベル保持演算後における画像データは、グレースケールではなく
、元のＢモード画像の輝度を反映させて第１の色調のみが変化する画像データとなる。同
様に、最大輝度レベル保持演算が施されない画像データも元のＢモード画像の輝度を反映
させて第２の色調のみが変化する画像データとなる。そして、色調変更後の各画像データ
は、画像メモリ１２に書き込まれて保存される。
【０１３４】
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　尚、第１、第２の色調は、予めユーザが入力装置４から色調の指定情報を入力し、色調
指定手段３２が入力装置４から受け取った色調の指定情報を第１の色調変更手段３０に与
えることにより任意に設定することができる。色調指定手段３２は、ユーザによる色調指
定のための色調指定画面情報を生成して画像メモリ１２に書き込む。このため、画像合成
回路１０により色調指定画面情報がモニタ５に与えられて表示されるため、ユーザは色調
指定画面を参照して入力装置４から簡易に第１、第２の色調を指定することができる。た
だし、第１の色調と第２の色調とは少なくとも互いに異なる色調とされる。
【０１３５】
　次に、ステップＳ２３において、画像合成回路１０は、画像メモリ１２に格納された色
調変更後における最大輝度レベル保持演算前後の各画像データを読み込んでモニタ５に与
え、重畳表示させて単一の画像とする。この結果、重畳表示された画像の色調は、最大輝
度レベル保持演算前後の各画像データの色調により決定され、別の色に混色せしめられる
。
【０１３６】
　尚、第１、第２の色調による画像データの重畳表示によって、最終的にモニタ５に表示
される画像の色が第１、第２の色調とは別な色調として表現されることに鑑みれば、ユー
ザによる任意の色調選択により予期せぬ色調となる恐れがある。そこで、好適には、いく
つかの第１、第２の色調の推奨の組合わせを予め選択肢として設定し、ユーザが選択肢か
ら選択するという形式をとることもできる。
【０１３７】
　さらに、色調指定の実現手段として最も簡単な方法としては、第１の色調をグレースケ
ールの構成要素である基本色（３原色）[Red, Blue, Green]のうちいずれか１つまたは２
つの色調に設定し、第２の色調をその残りの色調の１つまたは２つの色調とする方法が挙
げられる。第１、第２の色調を３原色[Red, Blue, Green]のいずれかとすれば、混色の予
想が容易となるのみならず、既存のカラー技術を用いて演算が容易となり、より短時間で
画像データを再構成して表示させることができる。
【０１３８】
　そこで、例えば、第１の色調を[Blue+Green](=黄色)とし, 第２の色調を[Red](=赤)と
する場合を想定して、重畳表示された画像の色調変化について説明する。
【０１３９】
　図１０は、図８に示す超音波診断装置１Ａのモニタ５に重畳表示された診断画像の色調
の時間変化を示す概念図である。
【０１４０】
　図１０において、横軸は時間（Ｔｉｍｅ）を示し、縦軸は信号強度値に応じて定まる各
色調の強度（ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）を示す。また、図１０（ａ）は、最大輝度レベル保持
演算を行なわずに従来のグレースケールにより、信号強度に応じて画像データを表示させ
る場合における輝度レベルの時間変化を示し、図１０（ｂ）は、最大輝度レベル保持演算
前後の画像データを第１、第２の色調を用いて重畳表示させた場合における各色調の強度
の時間変化を示す。
【０１４１】
　図１０（ａ）に示すように例えば造影剤が被検体Ｐに流入し、エコー信号の信号強度が
単調に増加した後、造影剤が関心領域から流出してエコー信号の信号強度が低下していく
場合には、信号強度に応じて画像データの輝度レベルがグレースケールにより増減する。
しかし、もし腫瘍などの関心領域の輝度レベルが一定であり、周囲の組織の輝度レベルが
微小に増大していくような場合においては、図１０（ａ）で示される従来のＢモード画像
では、腫瘍部の輝度が減少しているのかのごとく錯覚してしまう恐れがある。
【０１４２】
　一方、図（ｂ）に示すように、最大輝度レベル保持演算前後の画像データを第１、第２
の色調を用いて重畳表示させた場合には、造影剤が被検体Ｐに流入し、最大輝度レベル保
持演算前のＢモード画像の輝度レベルが単調に増加している間は、第１、第２の色調の強
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度が同時に増加する。このため、信号強度値１００に対して各色調の強度が(R,G,B)=(100
, 100, 100)となるように設定すれば、Red, Blue, Greenのいずれの色調の強度も同一と
なるため、重畳表示された混色の診断画像はグレー色となる。
【０１４３】
　尚、図（ｂ）において、実線は各色調の強度が一致する場合の色調の強度(R,G,B)を、
一点鎖線は第１の色調（黄色）の強度(G,B)を、点線は第２の色調（赤色）の強度(R)をそ
れぞれ示す。
【０１４４】
　次に、造影剤の流入が一定量となり、例えばエコー信号の信号強度値が２００に達する
と元のＢモード画像の輝度レベルの増加が停止する。さらに、造影剤が関心領域から流出
して元のＢモード画像の輝度レベルの低下が生じると、最大輝度レベル保持演算後におけ
る画像データの第１の色調（黄色）の強度(G,B) =(200, 200)が保持される一方、最大輝
度レベル保持演算前における画像データの第２の色調（赤色）のみの強度（R）が低下す
ることとなる。この結果、例えば、重畳表示された診断画像の第１、第２の色調の強度が
(R, G, B)=(160, 200, 200)となると、診断画像は色調が黄色がかった色で表示されるこ
とになる。
【０１４５】
　このように、図１０（ｂ）に示すような色調で重畳表示される超音波診断装置１Ａの診
断画像によれば、診断画像の特定の領域の輝度レベルが減少した場合、あるいは一旦減少
した後再び増加した場合には、周囲の輝度レベルの変化に関わらず、当該部位の色調が変
化するため錯視の影響を回避して容易に輝度レベルの変化を判別することができる。また
、この際、従来の診断画像としての描画性を損うこともない。
【０１４６】
　図１１は、図８に示す超音波診断装置１Ａにより生成された被検体Ｐの断層像の一例を
示す図である。
【０１４７】
　図１１において、ある領域の輝度レベルが最大値に達した後に、減少すると、色調が変
化して表示されるため、輝度レベルの錯視による誤認を回避することができる。
【０１４８】
　以上のような、超音波診断装置１Ａによれば、図１に示す超音波診断装置１と同様に錯
視の影響を低減させて、コントラスト視認性を向上させることができる。すなわち、診断
画像の背景の輝度が時間的に変化するような場合であっても、関心領域の輝度レベルの変
化の有無を色調の変化により容易に判別することが可能となる。
【０１４９】
　図１２は本発明に係る超音波診断装置の第３の実施形態を示す機能ブロック図である。
【０１５０】
　図１２に示された、超音波診断装置１Ｂでは、装置本体２の各構成要素の詳細機能及び
画像処理装置２０の機能構成が図８に示す超音波診断装置１Ａと相違する。他の構成およ
び作用については図８に示す超音波診断装置１Ａと実質的に異ならないため画像処理装置
２０の機能ブロック図のみ図示し、同一の構成については同符号を付して説明を省略する
。
【０１５１】
　超音波診断装置１Ｂに内蔵される画像処理装置２０は、第１の色調変更手段３０、第２
の色調変更手段３１、色調指定手段３２およびタイミング設定手段４０としての機能を有
する。第１の色調変更手段３０は、画像メモリ１２に保存された時系列の画像データから
タイミング設定手段４０から指示を受けた時刻の画像データを読み込んで、色調を予め指
定された第１の色調に変更する画像再構成処理を施して画像メモリ１２に書き込む機能を
有する。第２の色調変更手段３１は、画像メモリ１２に保存された時系列の画像データか
らタイミング設定手段４０から指示を受けた時刻以降の各画像データを読み込んで、色調
を予め指定された第２の色調に変更する画像再構成処理を施して画像メモリ１２に書き込
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む機能を有する。
【０１５２】
　色調指定手段３２は、入力装置４から受けた色調の指定情報に基づいて第１の色調およ
び第２の色調として用いられる色調を指定する機能を有する。
【０１５３】
　タイミング設定手段４０は、スイッチ４ｂ等の入力装置４に入力されたタイミング指定
情報を受け取って、色調を変更する画像の時刻情報を第１の色調変更手段３０、第２の色
調変更手段３１に与える機能を有する。
【０１５４】
　尚、超音波診断装置１Ｂの画像生成回路９には、最大輝度レベル保持演算機能が備えら
れる必要はない。
【０１５５】
　そして、超音波診断装置１Ｂでは、複数回に亘る超音波の送受信により時系列のエコー
信号が順次得られ、グレースケールによる輝度表示をするための画像データ（Ｂモード画
像）が複数フレーム分生成されて順次画像メモリ１２に保存される。そして、通常は、グ
レースケールによる輝度表示をするための画像データが画像合成回路１０により順次モニ
タ５に与えられて動画表示される。
【０１５６】
　さらに、ユーザが入力装置４のスイッチ４ｂ等の操作により任意のタイミングを指定す
ると、タイミング設定手段４０は、入力装置４に入力されたタイミング指定情報を受け取
って、色調を変更する画像の時刻情報を第１の色調変更手段３０、第２の色調変更手段３
１に与える。そして、第１の色調変更手段３０は、画像メモリ１２に保存された時系列の
画像データからタイミング設定手段４０から指示を受けた時刻の画像データを読み込んで
、色調を予め指定された第１の色調に変更する画像再構成処理を施して画像メモリ１２に
書き込む。
【０１５７】
　さらに、第２の色調変更手段３１は、画像メモリ１２に保存された時系列の画像データ
からタイミング設定手段４０から指示を受けた時刻以降の各画像データを順次読み込んで
、色調を予め指定された第２の色調に変更する画像再構成処理を施して画像メモリ１２に
書き込む。
【０１５８】
　そして、画像合成回路１０は、第１の色調変更手段３０、第２の色調変更手段３１によ
り生成された色調の画像データを画像メモリ１２からそれぞれ順次読み込んで、モニタ５
に与えることにより動画として重畳表示させる。例えば、第１の色調が[Blue+Green](=黄
色)とされ、第２の色調が[Red](=赤)とされる。
【０１５９】
　図１３は、図１２に示す超音波診断装置１Ｂのモニタ５に重畳表示された診断画像の色
調の時間変化を示す概念図である。
【０１６０】
　図１３において、横軸は時間（Ｔｉｍｅ）を示し、縦軸は信号強度値に応じて定まる各
色調の強度（ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）を示す。また、図１３中の実線は各色調の強度が一致
する場合の色調の強度(R,G,B)を、一点鎖線は第１の色調（黄色）の強度(G,B)を、点線は
第２の色調（赤色）の強度(R)をそれぞれ示す。
【０１６１】
　図１３の実線に示すように例えば造影剤が被検体Ｐに流入し、エコー信号の信号強度が
単調に増加して極大値となった後、造影剤が関心領域から流出入してエコー信号の信号強
度が増減する場合には、信号強度に応じて画像データの輝度レベルがグレースケールによ
り増減する。
【０１６２】
　さらに、ユーザが、ある時刻から後の関心領域の輝度レベルの変化を把握したい場合に
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は、例えば関心領域の輝度レベルが一定になったか否かを知りたいような場合には、入力
装置４にタイミング指定情報を入力する。そして、図１３の一点鎖線に示すようにタイミ
ング指定情報に対応する時刻の画像データの色調は、第１の色調変更手段３０により第１
の色調（黄色）に変更されて継続的に重畳表示される。一方、図１３の点線に示すように
タイミング指定情報に対応する時刻以降の画像データの色調は第２の色調（赤）に変更さ
れて重畳表示される。
【０１６３】
　このため、重畳表示される画像のうち、第１の色調（黄色）で表現される画像データの
強度は一定となる一方、第２の色調（赤）で表現される画像データの強度は、エコー信号
の信号強度に応じて変化することとなる。この結果、関心領域の輝度レベルが一定であれ
ば、重畳表示される画像のグレースケールの色調が保たれ、輝度レベルが減少すれば色調
が黄色に、輝度レベルが増加すると色調が赤色に変化する。これによりユーザは、関心領
域の周囲における輝度レベルの変化による錯視の影響を受けることなく、関心領域におけ
る輝度レベルの変動を識別することが可能となる。
【０１６４】
　以上のような超音波診断装置１Ｂによれば、図８に示す超音波診断装置１Ａと同様に錯
視の影響を低減させて、コントラスト視認性を向上させることができる。さらに、ユーザ
が指定する任意のタイミングにおける画像を基準として輝度レベルの変化を把握すること
ができる。
【０１６５】
　尚、以上の各実施形態の超音波診断装置１、１Ａ、１Ｂにおいて、画像データを３次元
データとして画像処理を行なってもよい。この場合には、被検体Ｐの走査が３次元的に行
なわれ、得られたエコー信号から３次元的な画像データ（空間情報）が再構成される。し
かし、最終的には、３次元情報をモニタ５に表示させる際には、種々の投影法により２次
元投影された画像データが生成される。そして、２次元投影データに対して輝度スケール
が参照されて輝度表示される。このため、画像処理装置２０により輝度表示された２次元
投影データに対して、上記と同様な画像処理を施すことができる。
【０１６６】
　また、各実施形態における超音波診断装置１、１Ａ、１Ｂを組み合わせて構成してもよ
い。逆に超音波診断装置１、１Ａ、１Ｂの一部の構成要素を省略してもよい。
【０１６７】
　さらに、画像処理装置２０の画像処理の対象とする画像データは、輝度表示可能な画像
データであれば、超音波診断装置１、１Ａ、１Ｂにより収集された画像データに限らず、
他のＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置等の画像診断装置により収集された画像データとすること
もできる。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の第１の実施形態を示す構成図。
【図２】図１に示す超音波診断装置の装置本体に内蔵される画像処理装置の構成を示す機
能ブロック図。
【図３】図１に示す超音波診断装置により診断画像を表示させる際における流れを示すフ
ローチャート。
【図４】図２に示す画像処理装置により画像データの表示色を変更させるための画像処理
の手順を示すフローチャート。
【図５】図２に示す画像処理装置による画像処理前後における画像データをモニタに表示
させた例を示す図。
【図６】グレースケールにより輝度表示された画像の一部の輝度レベルの領域を変更色で
表示させた例を示す図。
【図７】図２に示す画像処理装置による画像処理の際における変更色の設定例を示す図。
【図８】本発明に係る超音波診断装置の第２の実施形態を示す機能ブロック図。
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【図９】図８に示す超音波診断装置により診断画像を表示させる際における流れを示すフ
ローチャート。
【図１０】図８に示す超音波診断装置のモニタに重畳表示された診断画像の色調の時間変
化を示す概念図。
【図１１】図８に示す超音波診断装置により生成された被検体の断層像の一例を示す図。
【図１２】本発明に係る超音波診断装置の第３の実施形態を示す機能ブロック図。
【図１３】図１２に示す超音波診断装置のモニタに重畳表示された診断画像の色調の時間
変化を示す概念図。
【図１４】輝度コントラスト比の判断に際し、錯視が問題となる場合の例を説明する概念
図。
【符号の説明】
【０１６９】
１、１Ａ、１Ｂ　超音波診断装置
２　装置本体
３　超音波プローブ
４　入力装置
４ａ　トラックボール
４ｂ　スイッチ
５　モニタ
６　送受信ユニット
７　Ｂモード処理ユニット
８　ドプラ処理ユニット
９　画像生成回路
１０　画像合成回路
１１　制御プロセッサ
１２　画像メモリ
１３　内部記憶装置
１４　インターフェース部
１５　ネットワーク
２０　画像処理装置
２１　輝度スケール情報表示手段
２２　輝度スケール変更手段
２３　画像再構成手段
２４　表示色変更条件設定手段
３０　第１の色調変更手段
３１　第２の色調変更手段
３２　色調指定手段
４０　タイミング設定手段
Ｐ　被検体
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